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企業側があらかじめ準備が必要な事項

ストレスチェック導入に関して

項目 規定 補足

□ 1 実施者
医師、保健指導、又は厚生労働大臣が定める研修
を修了した看護師もしくは、精神保健福祉士

50人以上の事業所で実施義務があり、産業医が選
任されているはず。

□ 2 実施事務従事者 人事に関与していない事務スタッフ ストレスチェックの結果返却担当

□ 3 実務担当者 ストレスチェック制度担当者
事業者が指名。
個人情報を取り扱わないため人事権を持つ者でも可。

□ 4 使用調査票 職業性ストレス簡易調査票57項目版
一般社団法人日本健康倶楽部和田山診療所が提供す
る調査票

□ 5 実施時期 原則として年1回、繁忙期を避けて実施

□ 6 集団分析 10人以上は職場分析を実施 実施者が分析をする。

□ 7 外部委託機関
『外部機関にストレスチェック及び面接指導の実
施を委託する場合のチェックリスト例』 を参照

外部委託機関に、委託先実施者、委託先実施事務担
当者を確認する

■安全衛生委員会にて審議をし、決定をすべき事項
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契約に際して必要なこと
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手順
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手順
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一般健診との関係性

6



労働者の同意取得方法に関して
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外部機関に委託する場合の注意点

8労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル P23

実施者は、必ず企業側の産業医!!
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1.外部機関にストレスチェックの実施を業務委託する際

3.ストレスチェックに係る情報の取扱いに対する苦情や相談を受け付けるための窓口設置

1)委託先の実施者
2)共同実施者及び実施事務従事者（実施者を除く）

2.ストレスチェックの実施における補助的な業務を外部機関に委託する場合

契約書の中で委託先の実施事務従事者を明示

労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル P18

外部機関に委託する場合の注意点



10労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル P16,17

外部機関に委託する場合の注意点



結果に関して

11労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル P46,47



労基署への報告

12



当方が準備している帳票等
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問診票 兼 解答用紙（マークシート）
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報告書（個人結果票）
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③職場判定図

一般社団法人健康倶楽部和田山診療所で準備しているもの
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